
令和6年3月14日

山中理司様

大阪市福祉局高齢者施策部高齢福祉課長

情報提供について

令和6年2月29日付け依頼のありました標題については、次のとおり送付いたします。

記

【送付資料】

①養護老人ホームへの措置関係事務マニュアル

②やむを得ない事由による措置関係事務マニュアル

担当〒530-8201 大阪市北区中之島I-3-20

大阪市福祉局高齢者施策部高齢福祉課

電話：06-6208-8026

FAX:06-6202-6964
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